
理

由

最
近
に
お
け
る
家
畜
人
工
授
精
及
び
家
畜
受
精
卵
移
植
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
に
鑑
み
、
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
等
の
保
存

等
に
関
す
る
規
制
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
特
に
そ
の
適
正
な
流
通
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
家
畜
人
工
授
精
用
精
液
等
に
つ

い
て
容
器
へ
の
表
示
等
の
規
制
を
整
備
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。




